
新任訪問看護師就労支援事業補助金交付要領 

 

 

（通則） 

第１条 新任訪問看護師就労支援事業補助金（以下「補助金」という。）については、

予算の範囲内において交付するものとし、三重県補助金等交付規則（昭和 37 年三

重県規則第 34 号。以下「規則」という。）、及び医療保健部関係補助金等交付要綱

（平成 30 年三重県告示第 239 号）に規定するもののほか、この交付要領の定める

ところによる。 

 

（目的） 

第２条 補助金は、県内の訪問看護未経験の看護職（保健師、助産師、看護師、准看

護師）を新たに雇用又は配置し、育成を行う訪問看護ステーションを支援すること

により、訪問看護師の確保を図ることを目的とする。 

 

（補助対象） 

第３条 補助金の対象は、次の各号に定める者とする。 

（１）県内の介護保険法（平成 9年法律第 123号。以下「法」という。）第 41条第

1 項本文の指定を受けた者で、法第 8 条第 4 項に規定する訪問看護を行う事業者

（法第 71 条の規定により開設者が指定居宅サービス事業者とみなされた病院・

診療所を除く。）をいう。 

（２）その他知事が必要と認める者。 

 

（補助金の算定方法） 

第４条 この補助金の交付額は、次の各号に定めるところにより算出された額とする。 

（１）別表の第１欄に定める基準額と別表の第２欄に定める補助対象経費とを比較

して、少ない方の額を選定する。 

（２）（１）により選定した額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額

とを比較して、少ない方の額を選定する。 

（３）（２）により選定した額に、別表の第３欄に定める補助率を乗じて得た額を

交付額とする。ただし、交付額は予算の範囲内において決定するものとし、算出

された額に 1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

（４）（３）により補助対象ごとに算出される年間の交付額の総額が、予算額を上

回る場合は、知事は合計額の範囲内で調整するものとする。 



（補助金の交付申請及び実績報告） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第３条及び第12条の規定にかかわ

らず、交付申請を交付申請書（第１号様式）で、実績報告を実績報告書（第６号様

式）で、それぞれ行うものとする。 

２ 補助金の交付申請書等の提出期限及び添付書類は次のとおりとする。 

提出期限 添付書類 

交付 

申請書 

実績 

報告書 

交付申請書 実績報告書 

名称 様式 名称 様式 

知事が

指定す

る日 

事業完了日（中止・

廃止の場合にはその

承認を受けた日）か

ら起算して１か月又

は翌年度４月７日の

いずれか早い日 

事業計画書 

法人等役員

一覧 

別紙ア 

別紙イ 

事業実績書 別紙エ 

 

（補助金の交付決定） 

第６条 知事は、補助金の交付申請があった場合において、申請書類を審査し補助金

を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定を行うものとする。 

２ 前項の規定による補助金の交付決定は、交付決定通知書（第２号様式）により行

うものとする。 

３ 第 11 条に規定する変更申請があった場合には、内容を審査し、適正と認める場

合は、事業変更承認及び補助金の変更交付決定を行い、変更交付決定通知書（第５

号様式）により通知するものとする。 

 

（交付の条件） 

第７条 この補助金の交付決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）補助事業の内容を変更（ただし、軽微な変更を除く。）する場合には、知事

の承認を受けなければならない。 

（２）事業の中止又は廃止を行おうとする場合には、知事の承認を受けなければな

らない。 

（３）事業の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に報告して、その指示を

受けなければならない。 

（４）事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関

する証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了年度から５年間保

存しておかなければならない。 

（５）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、第７号様式により速やか

に知事に報告しなければならない。 

（６）補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならな

い。 

（７）三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱（以下「暴排要綱」

という。）別表に掲げる一に該当しないこと。 

（８）暴排要綱第８条第１項に定める不当介入を受けたときは、警察に通報を行う

とともに、捜査上必要な協力を行うこと及び知事に報告すること。 

（９）その他知事が必要と定めた事項。 



（軽微な変更の範囲） 

第８条 規則第５条第１項第１号及び本要領第７条第１項第１号に定める軽微な変

更とは、交付決定額に変更が生じないもの及び交付決定額の 20 パーセント未満の

減額とする。 

 

（交付申請の取下げ） 

第９条 補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者は、その交付決定の通知を受領

した日から 30日以内に交付申請取下届出書（第 10号様式）を提出することにより、

申請の取り下げをすることができる。 

 

（補助金の交付対象期間） 

第 10 条 補助金の交付対象期間は、補助金の交付決定のあった日の属する年度の４

月１日から翌年３月 31日までとする。 

 

（変更申請） 

第 11 条 第７条第１項第１号、又は同条同項第２号の規定により、知事の承認を受

けようとするときには、その理由及び内容を記載した変更承認申請書（第４号様式）

又は中止・廃止承認申請書（第４－２号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（状況報告） 

第 12 条 補助事業者は、知事が補助事業の遂行状況の報告やその他必要資料の提出

を求めたときは規則第 10 条の規定により、状況報告書（第３号様式）を求めた日

から 30日を経過した日までに、当該報告をしなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第 13 条 知事は、第５条の規定による実績報告を受けた場合は、書類の審査及び必

要に応じて行う現地調査等により、事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこ

れに付けた条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、

交付すべき補助金の額を確定するものとする。 

２ 前項の規定により補助金の額を確定した場合、知事は、補助事業者に対し、補助

金交付額確定通知書（第８号様式）により通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第 14 条 補助金の支払は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に

これを行うものとし、補助事業者は、請求書（第９号様式）を知事に提出するもの

とする。 

 

 

  附 則（令和３年１０月２２日 医保第２０－２５７号） 

この要領は、令和３年４月１日から適用する。 

 



 

別表 

 

１ 基準額 ２ 補助対象経費 ３ 補助率 

次に掲げるア及びイの合計額 

 

ア 新任訪問看護師 

（他の施設で看護職として勤務した経験

がある者であって、初めて訪問看護師と

して勤務する者のうち、就労後１年未満

の者） 

１人あたり 220千円 

 

イ 新卒訪問看護師 

（他の施設で看護職として勤務した経験

がない者であって、就労後１年未満の者） 

１人あたり 440千円 

新任訪問看護師及び

新卒訪問看護師の育

成に必要な指導者経

費（人件費） 

２分の１ 

 

 


